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情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第４条及び接続に関する議事手続規則第２条の規

定により、平成２３年１月２５日付けで公告された接続約款の変更案に関し、別紙のとおり

意見を提出します。 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
＜別紙＞ 

 
 
 
 
 
[意見] 
ＮＴＴの申請内容については概ね賛成しますが、分岐単位接続料設定については

CATV 事業者の経営に大打撃を与えることが予測されますので、強く反対します。 

 
［具体的内容］ 
 CATV事業は、基本的に事業者自ら施設を構築し、サービス提供を行なっております。 

当然、施設の維持管理にかかる費用を原価として計上し、顧客へのサービス提供料金

として単価設定をするため、最低限度の料金設定は必要であります。 
 しかしながら、NTT は巨大資本をバックに着々と FTTH 網の整備を進め、他メガキ

ャリアはその設備と NTT の光サービスに関する巨額な広告宣伝を活用することで、

FTTH ユーザーの顧客獲得を推し進めております。 
それにより当然、ADSL ユーザーが年々減少傾向にあるように CATV 事業者を取り巻

く環境も価格競争の中で、一段と厳しさを増してきております。 
そのような環境下で分岐単位接続料設定が行なわれれば、大資本を擁するメガキャリ

ア、MSO のケーブルテレビ会社などの間でさらなる料金値下げによる価格競争が繰り

広げられ、過去の ADSL サービスや携帯電話の値下げ競争同様に熾烈な争いになること

は必然であります。 
そうなると、中山間地域の活性化を含め、デジタルデバイド解消及びデジアナ変換サ

ービスの導入による地デジ推進に大きく寄与している資本力のない地方の CATV 会社

にとっては、値下げ競争に巻き込まれ、結果、事業目的を達成する前に撤退を余儀なく

されることになりかねません。 
CATV 事業者は FTTH に対抗すべく、今後ますます施設の小セル化工事やセンター設

備の増強工事など行なっていく必要があり、ただでさえ、平成２３年度以降の接続料低

減化がなされる中、さらなる料金値下げによる熾烈な競争を引き起こしかねない分岐単

位接続料設定は、CATV 事業経営に壊滅的な打撃を与えることが予測されるため、強く

反対します。 
 

以 上 
 

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備

に関する接続約款の変更案に対する意見募集 

―平成２３年度以降の加入光ファイバに係る接続料の改定― 


